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ＯＧＵ (大阪学院大学 )法曹会規約  

 

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本会は、ＯＧＵ(大阪学院大学)法曹会（以下「本会」という）と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、会員の親睦・交流を図るとともに、大阪学院大学（以下「本学」という）の発

展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 本学への人的、物的その他の支援 

(2) 会員の親睦・交流と会員情報の共有に資する活動 

(3) その他本会の目的を達成するために必要な活動 

（事務所） 

第４条 本会は、事務所を本学大学院事務室内に置く。 

 

第２章 会 員 

（会員たる要件） 

第５条 本会の会員は、次のいずれかを満たす者とする。 

(1) 本学大学院法務研究科を修了した者で、弁護士、裁判官、検察官、その他の法律職にある

者 

(2) 本学大学院法務研究科で専任又は兼担として教授した者 

（3）(1)及び(2)号の他、幹事会で承認された者 

（入会） 

第６条 会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、幹事会の了承を経て、総会での承認を

得なければならない。 

（会費） 

第７条 会員は、年会費を納入しなければならない。 

２ 会費の額は3、000円とする。 

（拠出金の不返還） 

第８条 会員が年会費その他の拠出金を支払った場合は、これを返還しない。 

（退会） 

第９条 会員は、退会届を会長に提出して、いつでも退会することができる。 

２ 会員が死亡したときは、会員資格を喪失する。 

３ 第７条の年会費納入義務を２年以上履行しなかったときは、退会したものとみなす。ただし、

資格を喪失した会員が、会費を納入したときは、会員の資格を回復する。 
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（除名） 

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、本人に弁明の機会を与えた上で、総会に

おいて出席者の３分の２以上の同意を得て、その会員を除名することができる。 

(1) 本会の規約に違反したとき 

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 

 

第３章 役 員 等 

（名誉会長及び顧問） 

第11条 本学総長をもって本会の名誉会長とする。 

  ２ 幹事会の選任により、本会に顧問を置くことができる。 

 ３ 名誉会長及び顧問は、本会の業務に関する重要な事項について、会長の諮問に応じ助言す  

る。 

（役員の種別及び定数） 

第12条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 幹 事  ５人以上10人以内 

(2) 監査役  ２人 

（役員の選任） 

第13条 役員は総会において選任する。 

２ 幹事のうち、幹事の互選により、各１人を会長、副会長、事務局長（会計担当を含む）とす

る。 

（役員の職務） 

第14条 会長は、本会を代表し、職務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたときにはそ

の職務を行う。 

３ 事務局長は、会費等の収納、保管、支出等の会計業務を執行するほか、幹事会の定めるところ

に従い、本会の業務を分担執行する。 

４ 監査役は、次の職務を行う。 

(1) 財産の状況を監査すること 

(2) 幹事の業務執行の状況を監査すること 

(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告する

こと 

(4) 前号の規定による報告をするため必要があるときは、総会を招集すること 

（役員の任期） 

第15条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。 
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（役員の解任） 

第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席者の３分の２以上の

議決をもって解任することができる。 

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えがたいと認められるとき 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき 

 ２ 役員を辞任する場合は、辞任願を提出し、幹事会の承認を得なければならない。 

（費用弁償等） 

第17条 役員の報酬は、無償とする。 

２ 役員には、費用を弁償することができる。 

 

第４章 機関と会議 

（機関の種別） 

第18条 本会の機関は、総会及び幹事会の２種とする。 

２ 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 

（機関の構成） 

第19条 総会は、本会の最高の意思決定機関であって、全会員をもって構成する。 

２ 幹事会は、幹事をもって構成する。 

（機関の権能） 

第20条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 

２ 幹事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(2) 総会に付議すべき事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（会議の開催） 

第21条 定時総会は、毎年度１回、定時に開催する。 

２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 幹事会が必要と認めたとき 

(2) 会員のうち１０人以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき 

(3) 監査役が第14条第４項第４号の規定に基づいて招集するとき 

３ 幹事会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 会長が必要と認めたとき 

(2) 現在数の２分の１以上の幹事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求

があったとき 

（会議の招集） 

第22条 会議は、前条第２項第３号の場合を除いて、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項第２号の場合には、請求があった日から１か月以内に臨時総会を、同条第

３項第２号の場合には、請求があった日から２週間以内に幹事会を、それぞれ招集しなければ

ならない。 

 



4 

 

（会議の議長） 

第23条 総会の議長は、会長が務める。 

２ 幹事会の議長は、会長が務める。 

（会議の議決） 

第24条 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

２ 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（会議における書面表決等） 

第25条 会議に出席できない会員又は役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもっ

て表決し、又は他の会員・役員を代理人として表決を委任することができる。 

（会議の議事録） 

第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 会議の日時及び場所 

(2) 会議に出席した会員又は役員の数及び役員の氏名（書面表決者及び表決委任者の場合にあ

っては、その旨付記すること。） 

(3) 議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

 

第５章 資産と会計 

（資産） 

第27条 本会の資産は、会費、寄付金、その他の諸収入による。 

（会計年度） 

第28条 本会の会計年度は、毎年１０月１日に始まり、翌年９月３０日に終わる。 

（事業報告及び決算） 

第29条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、３か月以内に事業報告書、収支計算書

を作成し、監査役の監査を受け、直近の定時総会において出席者の過半数の承認を得なければ

ならない。 

 

第６章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第30条 この規約は、総会において出席者の３分の２以上の議決を経て変更することができる。

この場合、直近の総会で変更の報告をしなければならない。 

（解散及び残余財産の処分） 

第31条 本会は、総会において、出席者の４分の３以上の議決をもって解散することができる。 

２ 解散時の残余財産は、本学に寄贈する。 

 

附則 

本規約は、平成３０年６月２３日から施行する。 


